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平成３０年度各部の運営方針 
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理事名 梅川保和 (健康・保険担当） 理事名

石橋敬三

　　　　　　　　　　　（　　　　　担当）

（１） 健康で安心して暮らせるまち 施策目標

　「地域のつながりの中で誰もが健康で安心して暮らしている」の実現を政策目標とします。
　この目標を達成するため、支援を要する市民一人ひとりのニーズを的確につかみながら、高齢
者、障害者、妊婦や子育て世帯など誰もが、身近な地域で不安なく自立して暮らしているまちを目
指し、支え合える環境を整えつつ、生活困窮者への自立支援、高齢者に対応した施策や、障害者
の自立支援、市民の健康づくり、妊娠から子育てまでの包括支援等に取り組みます。また、今年
度から組織編入となる保険年金課と従来部門の連携を深め、市民の健康づくりのさらなる充実を
図ります。

（１）医療、健康

出産・育児に関する包括支援（出産・子育てにやさしいまちづくり）

（１）医療、健康

広域化する国民健康保険の安定運営、及び健康と保険の連携強化
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【重点課題１】

（１）目指すべき方向（中期的な目標）

（２）今年度の目標

ア　活動目標

①

②

イ　達成目標

①

②

（３）目標を実現するための重点的な取組

ア

イ

【重点課題２】

（１）目指すべき方向（中期的な目標）

（２）今年度の目標

ア　活動目標

①

②

イ　達成目標

①

②

（３）目標を実現するための重点的な取組

ア

イ

ウ

出産・育児に関する包括支援（出産・子育てにやさしいまちづくり）

安心して子育てができるよう、妊娠期から出産、子育てまでの包括的な支援を行います。

保健師が全ての妊婦を対象に面接を行い、また、乳児期に保健師及び保育士が全家庭を訪
問し、各種相談に応じるなど、妊婦出産包括支援事業の充実を図ります。

虐待リスクの未然防止のため家庭児童相談室と連携するなど、関係機関との連携を強化し、
各種相談への対応など、妊娠から切れ目のない支援を実施します。

産婦の交流サロンを新たに開設します。

内容（事業名、予算等）

保健師等が乳児家庭を全戸訪問するとともに、保育士による全戸訪問を実施します。

所管室・課

こども政策課

健康福祉課

広域化する国民健康保険の安定運営、及び健康と保険の連携強化

健康づくりについて、関係課の連携強化による健康づくり支援システムを確立するとともに、広域
化する国保事業の安定した運営を図ります。

国保加入者の疾病予防と健康づくりを支援するため、特定健診と人間ドックの受診を勧奨しま
す。

健康づくりについて、関係各課によるＰＴを立ち上げ、新たな取り組みや枠組みを検討します。

国保加入者の特定健診受診率４０％、人間ドック受診者数９００人を目指します。

大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等事業への効果的な参画方法を検討するなど、
新たな健康づくり支援システム構築に向けた推進体制を確立します。

所管室・課

母子保健事業

内容（事業名、予算等）

地域子育て支援センター事業

保険年金課

保険年金課

健康福祉課

特定健康診査等事業費

保健事業

健康増進事業
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【重点課題３】

（１）目指すべき方向（中期的な目標）

（２）今年度の目標

ア　活動目標

①

②

イ　達成目標

①

②

（３）目標を実現するための重点的な取組

ア

イ

ウ

【重点課題４】

（１）目指すべき方向（中期的な目標）

（２）今年度の目標

ア　活動目標

①

②

イ　達成目標

①

②

（３）目標を実現するための重点的な取組

ア

イ

実施に向け、保育料及び就園奨励費に関する事務処理やシステム改修など準備を進めま
す。

市民意識調査の「子育て支援」の項目において、満足度の数値を前回より高めます。

９月からスムーズに無償化へ移行します。

所管室・課

こども育成課

こども育成課

こども育成課

（仮称）かしわら認定こども園開設に向けた施設整備と柏原市就学前教育・保育カリキュラム策
定

待機児童解消に向け、公立の認定こども園を開設するとともに、柏原市で実践する教育・保育カリ
キュラム策定、乳児保育に関する研究・研修を通じ、子どもたちが安心し自ら学べる環境を構築し
ます。

認定こども園の施設整備計画を円滑に推進するため、保護者や地域住民に周知し、理解を
得るとともに、関係部局の協力を得るための庁内調整を行います。

教育・保育カリキュラムや乳児保育の質の向上のための研修を実施します。

施設整備の基本・実施設計を完了するとともに、工事業者を選定します。

柏原市独自の教育・保育カリキュラムを策定し、また、乳児保育に関する研修は、実務担当者
８名に対し実施します。

所管室・課

こども政策課

こども政策課

私立幼稚園就園奨励費補助金

５歳児の幼児教育に係る保育料を無償化

国の施策に先行して無償化を実施し、「子育てを応援する環境づくり」を積極的に進めることで、
子育て世帯の定住促進を図ります。

保護者への周知、また、広報誌、ウェブサイト、SNS等を活用して広く市民に周知します。

内容（事業名、予算等）

公立保育所保育料・民間保育園保育料

認定こども園施設整備事業

幼保再編事業

内容（事業名、予算等）

公立幼稚園保育料
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【重点課題５】

（１）目指すべき方向（中期的な目標）

（２）今年度の目標

ア　活動目標

①

②

イ　達成目標

①

②

（３）目標を実現するための重点的な取組

ア

イ

【重点課題６】

（１）目指すべき方向（中期的な目標）

（２）今年度の目標

ア　活動目標

①

②

イ　達成目標

①

②

（３）目標を実現するための重点的な取組

ア

イ

ウ

所管室・課

高齢介護課

高齢介護課

障害の程度に関わらず、すべての人が安心して暮らせる地域づくりの推進

第5期柏原市障害福祉計画及び第1期柏原市障害児福祉計画に基づく障害福祉施策を推進する
とともに、障害者児とその家族のニーズに応じた、適正な障害福祉サービスを提供します。

計画で掲げた施策を推進するとともに、成果目標及び活動指標について、柏原市障害者自立
支援協議会と連携し、PDCAサイクルに基づいた評価・点検を行います。

柏原市障害者基幹相談支援センターを中心とした相談支援体制強化に向け、広報や市内事
業所を通じてセンターの認知度を上げ、潜在的相談ニーズを掘り起こします。

計画に掲げた今年度の成果目標及と活動指標を達成します。

基幹相談支援センター設置による相談件数（平成29年度一般相談件数980件）の増加

所管室・課

障害福祉課

障害福祉課

障害福祉課障害児支援事業

生活支援コーディネーターの配置等により、地域包括支援センターのマネジメント機能強化を
はかり、介護予防対象者が必要なサービスを受けるなど、生活機能を維持・改善し、自立した
日常生活を営めるよう支援します。

認知症初期集中支援推進事業における医療相談ケースを６件と想定し、対応します。

介護予防ケアマネジメントの対象件数を３,１００人から４,０００人に増やします。

高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って暮らせる環境づくりの推進

地域包括ケアシステムを推進し、介護予防事業等による自立支援、重度化防止、また認知症初
期集中支援事業や医療・介護の連携推進等に取り組み、安心して歳を重ねられる環境づくりを目
指します。

認知症の人やその家族に早期に支援できる「認知症初期集中支援チーム」の構築を行いま
す。

内容（事業名、予算等）

内容（事業名、予算等）

認知症初期集中支援推進事業

障害者自立支援給付等事業

地域生活支援事業

介護予防・日常生活支援総合事業
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【重点課題７】

（１）目指すべき方向（中期的な目標）

（２）今年度の目標

ア　活動目標

①

②

イ　達成目標

①

②

（３）目標を実現するための重点的な取組

ア

【重点課題８】

（１）目指すべき方向（中期的な目標）

（２）今年度の目標

ア　活動目標

①

②

イ　達成目標

①

②

（３）目標を実現するための重点的な取組

ア

イ

国が設定する生活困窮者の新規相談受付件数の目安値（１８．２件／月）を達成目標としま
す。

新たな「こどもの学習支援事業」を立ち上げると共に、生活面での支援体制を構築します。

所管室・課

福祉総務課

福祉総務課

健全な福祉サービス等の提供のため事業者に対する運営指導の実施

健全な福祉サービス等が提供されるように、市が指導監督の権限を有する社会福祉法人及び各
種福祉サービス事業者に対して、適切な運営指導を行います。

社会福祉法、介護保険法など関係法規に基づき、事業者の指導・監査等を実施します。

市内介護保険サービス事業者の新規・更新に係る審査事務手数料の徴収を実施します。

各種福祉サービス事業者に対する集団指導の開催、実地指導を実施します。

内容（事業名、予算等）

福祉指導監査課事務費

市内介護保険サービス事業者からの審査事務手数料の徴収を実施します。

福祉指導監査課

所管室・課

複合的な課題を抱える生活困窮者への支援

生活困窮者自立支援法の改正内容に沿って支援事業を推進します。また、複合的な課題を抱え
る生活困窮者に対して、課題に丸ごと対処し支援するため、包括的な相談支援体制を構築しま
す。

支援調整会議の体制を再編・強化し、多機関の協働による包括的な支援を行います。

貧困の連鎖防止のため「子どもの学習支援事業」の拡充を図ります。

内容（事業名、予算等）

地域福祉推進事業

生活困窮者自立支援事業
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